
（別紙）

（法人名）

医療連携推進認定基準に適合の可否について

１ →

２ →

（経理的基礎）

・　財政基盤の明確化について

・　経理処理、財産管理の適正性について

（技術的能力）

・　業務実施のための技術、専門的人材や設備等の能力の確保について

３ →

（経理等に関する明細表）

① 社員等の施設の利用明細 →

② 社員等に対する貸付金の明細 →

③ 社員等に対する譲渡資産の明細 →

④

⑤ 社員等からの借用物件の明細

⑥ 社員等からの借入金の明細 →

⑦ 社員等からの譲受資産の明細 →

⑧ その他財産の運用及び事業の運営 →

当該一般社団法人の業務に従事している従業員等の明細

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

約10㎡ 事務

借用年月日 借用期間 賃借料 特殊の関係 備　考

貸主の氏名又は名称 物件名

社員等に対し特別の利益を与えないこと

地目、構造、規格等 面積数量 用　途

平成31年4月1日 無期限 無料 参加法人

社会医療法人弘道会 事務室 鉄骨造

高木　誠一 事務長 平成30年12月13日 常勤 職員 無

栗原　良扶 監事 平成30年12月13日 非常勤 監事 無

斎藤　直樹 理事 平成30年12月13日 非常勤 理事 無

積木　隆 理事 平成30年12月13日 非常勤 理事 無

生野　弘道 理事長 平成30年12月13日 常勤 理事長 無

氏　　　名 職務内容 就任年月日
常勤又は
非常勤の別

当該一般社団
法人との関係

給与の支給の
有無

給与の支給

その他財産の運用及び事業の運営 事務室（使用貸借）

無

無

金銭の貸付け

資産の譲渡

無

無

区　　分 社員等に対する利益供与の内容

施設の利用

特別の利益の有無

無

一般社団法人弘道会ヘルスネットワーク

72%

適

適

医療連携推進業務を主たる目的としていること（事業比率５０％超）
事業比率の見込み

　初年度収支予算においては、参加法人からの年会費収入等を見込んでおり、事業収入は黒字となる見込みで
ある。法人運営において特段の負債はなく財務状態は健全である。

　財産の管理・運用・処分については、決裁規程に基づき、役員等の適切な承認を得た上で行う体制がとられて
いる。地域医療連携推進法人会計基準に従い、適正な処理を行う旨を示している。

　多数の医師、看護師、臨床検査技師等の専門的人材を擁する社会医療法人弘道会と、これまでの各地域で
の運営実績や専門的人材をもつ他の参加法人とが、協働して医療連携推進業務を行う。

医療連携推進業務を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有していること

適



４ →

①

②

③

５ →

６

③ 暴力団員等がその事業活動を支配するもの

1人

参加法人の議決権の構成割合　（第８号） 　　①　＞　②

参加法人の議決権の構成割合　（第１１号） 　　[（①＋②）／　A　]　＞　０．５

適

監　　事

無

ニ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員
又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）

無

医療法第70条の２１第１項又は第２項の規定により医療連携推進認定を取り消さ
れ、その取消しの日から５年を経過しないもの

② 無

ロ
医療法その他保健医療又は社会福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により
罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か
ら起算して５年を経過しない者

無

ハ
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなく
なった日から５年を経過しない者

無

適

事実の有無

①　理事及び監事のうち、次のいずれかに該当する者の有無

地域医療連携推進法人が医療連携推進認定を取り消された場合において、その取消
しの原因となった事実があった日以前１年内に当該地域医療連携推進法人の業務を
行う理事であった者でその取消しの日から５年を経過しないもの

イ 無

医療法第７０条の４第２号及び第３号のいずれにも該当しないことを証する書類

参加法人の構成等

各役員の親族等の割合が役員総数の３分の１を超えないこと

医療法第７０条の４第１号イからニまでのいずれにも該当しないことを証する書類
→ 適

区　　　　　　　分

総　数　　　①
最も人数の多い親族等の
グループの人数　　　②

1人

親族等の割合

②　／　①

25%
理　　事 3人

3総議決権数　（①～③の合計）　・・・　A

社員総会における議決権の状況

社員１名につき１個の議決権介護施設等を開設する参加法人

その他の社員

区　　分 議決権数

2

1

0

病院等を開設する参加法人


